
第 96号議案

長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部改正について

長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 (昭和 40年長

岡京市条例第 11号)の一部を別紙のとお り改正するものとする。

令和 4年 12月 5日 提 出

長岡京市長 中小路 健 吾

(提案理由)

災害が多発化・激甚化する中、消防団員の負担が増加 していることを踏ま

え、「消防団員の処遇等に関する検討会」最終報告書に基づきぎ報酬等の基準

が示されたことから、消防団員の処遇改善及び地域の防災力の充実を図るた

め、条例の一部を改正する必要があるので提案する。



長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 (昭和 40年長岡京市条例

第 11号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

第 4条  【略】
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をすることができる。
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第 5条  【略】

2 団員は、次の各号のいずれかに該当す

るに至つたときはその身分を失う。

(1)笙∠ヨ箋色■量を除く各号のいずれか

に該当するに至つたとき。

(2)【略】

(懲重 )

第 6条  【略】

(服務規律)

第 8条 団員は、団長の招集によつて出動

し、職務に従事するものとする。ただし、
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丞塾塑型生地歴整塾2災重墜墨主う。以下同

エュユ_の発生を知つたときは、あらかじ

第4条  【略】

【加える】

【加える】

(分限)

第5条  【略】

2 団員は、次の各号のいずれかに該当す

るに至つたときはその身分を失う。

(1)並条笙.ュ量を除く各号のいずれかに

該当するに至つたとき。
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改正後 改正前

勤上、職務に従事しなければならない。

第10条 団員は、職務上知りえた,密を

他にもらしてはならない。

二塁型L
笙_■2盆 興員興真聾 ⊇里型と襲資菫塾

ただし週 員とムつたL当ユ全とら菫壁⊥生

退里1り1型上1主脳1巫1型:塾2当旦二1塵1壁:■支給す

る.L

旦量 璽 2⊥旦ュ」聾堕⊆巴

理 国旦 生笙 上■笙≦理 旦

全亘重 生,重 上独 興

型盆団量 生笙 84, 000円

班量 生笙 73, 000円

堕 璽 ‐ 生 里 』 _

(費用弁償)

第13条 旦l握|ビL.望塁L災.二」1塑≧.壺IШl型豊



改正後 改正前
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例 (昭和 32年 長 岡京市条例第 9号)の
例により支給する。
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附 則

この条例は、令和 5年 4月 1日 から施行する。


